
高
齢
化
社
会
に
合
っ
た
相
続
の

見
直
し
の
た
め
に
、
13
日
、
政
府

は
民
法
の
相
続
分
野
を
見
直
す

法
案
を
閣
議
決
定
し
ま
し
た
。

法
案
の
柱
は
、
夫
婦
の
一
方
が

亡
く
な
っ
た
時
、
配
偶
者
が
亡
く

な
る
ま
で
自
宅
に
住
み
続
け
る

こ
と
が
で
き
る
居
住
権
を
設
け

た
点
で
す
。
配
偶
者
と
子
が
２
分

の
１
ず
つ
と
い
う
相
続
割
合
は
変

わ
ら
な
い
た
め
、
住
宅
以
外
の
現

金
な
ど
の
相
続
が
増
え
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

ま
た
20

年
以
上
結
婚
生
活

を
続
け
て
い
た
夫
婦
は
、
配
偶

者
か
ら
遺
言
に
よ
っ
て
遺
贈
・

贈
与
さ
れ
た
居
住
用
の
家
を

遺
産
分
割
の
対
象
か
ら
除
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。

他
に
も
、
相
続
の
権
利
が
な

い
親
族(

子
の
配
偶
者
な
ど)

が

介
護
な
ど
を
し
た
場
合
、
相
続

人
に
金
銭
を
請
求
で
き
る
制

度
や
、
自
筆
調
書
の
遺
言
を
法

務
局
で
保
管
で
き
る
制
度
も

盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

配
偶
者
の
居
住
権
新
設

事務所の隣の部屋に
豪華絢爛な雛飾りがお
目見え。仕事の合間に
癒されました。
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HPでは税務に関する情報や、事務所の活動・日常の
レポートを掲載しております。http://0463545366.com/

Topics

●29年分所得税の確定申告

●所得税確定損失

申告書の提出期限

●29年分所得税の総収入金額報告書の提出

●確定申告税額の延納の届出書の提出

●個人の青色申告の承認申請

●29年分贈与税の申告

●個人の都府県民税・市町村民税・事業税の申告

●国外財産調書の提出、など

安倍政権のもと「働き方改
革」が議論されています。働
き手の減少、長時間労働、
非正規労働者の問題等、改
善されるのでしょうか。大企
業だけでなく、全企業の大
半を占める中小企業にも取
り組が求められています。

今月の<気になる! ? >

3月の主な税務

～
遺
産
相
続
時
に
優
遇
～

配偶者居住権の例
夫が死亡し、妻と子１人で遺産分割する場合

+

妻の
相続分

子の
相続分 妻 子

×

＝

それぞれ２分の１

所有権
2,000

万円

預金

死亡した
夫の遺産

2,000万円 5,000万円

自宅

3,000万円

居住権
1,500

万円

これまでは

所有権
500

万円

＝
500

＝ ＝

それぞれ２分の１

+ + +

昔
か
ら
、
山
菜
の
苦
味
は
冬
の
間
に

縮
こ
ま
っ
て
い
た
身
体
に
刺
激
を
与
え

て
活
動
的
に
し
て
く
れ
る
と
い
い
ま
す
。

こ
の
苦
味
は
抗
酸
化
作
用
の
あ
る
ポ

リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
の
一
種
で
す
。

フ
キ
ノ
ト
ウ
や
タ
ラ
の
芽
、
ウ
ド
な

ど
、
最
近
は
ス
ー
パ
ー
な
ど
で
も
手
に

入
る
も
の
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
油
で

揚
げ
た
り
、
下
茹
で
し
て
か
ら
煮
物
や

和
え
物
に
す
る
と
、
苦
味
が
苦
手
な

方
で
も
、
お
い
し
く
お
召
し
上
が
り
い

た
だ
け
ま
す
。

市川事務所の雛飾り

初
期
契
約
解
除
制
度
を
ご
存
知
で

し
ょ
う
か
。
電
気
通
信
事
業
法
で
は
、

一
定
の
範
囲
の
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス

の
契
約
に
つ
い
て
、
８
日
間
が
経
過

す
る
ま
で
契
約
を
解
除
で
き
ま
す
。

ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
と
似
た
制
度
で

す
が
、
店
舗
販
売
や
通
信
販
売
を
含

め
て
ど
の
よ
う
な
方
法
で
販
売
さ
れ

て
も
、
書
面
を
送
付
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
契
約
を
解
除
で
き
ま
す
。

契
約
解
除
ま
で
の
サ
ー
ビ
ス
利
用

料
、
工
事
費
用
、
事
務
手
数
料
は
支

払
い
義
務
が
あ
り
ま
す
が
、
違
約
金

等
は
あ
り
ま
せ
ん
。

♬
雛人形のはじまりは、藁などで作った
人形で体を撫でて穢れを移した後、
川に流したことだといわれます。
江戸時代になると人形作りの
技術が発達し、飾るものに
なりました。

小学校を卒業して４月
からはピカピカの中学
生になります。ランドセ
ルに思い出がいっぱい
詰まっていますね。

いちかわよりTeam

2018年3月10日

前
号
は
世
界
編
で
し
た
が
日
本

に
も
面
白
い
税
金
が
あ
り
ま
す
。

扇
風
機
税(

大
正
11
年
頃)

贅
沢

品
だ
っ
た
扇
風
機
に
か
け
ら
れ
た

地
方
税
／
馬
券
税(

昭
和
17
年)

牛
馬
税
や
乗
馬
税
な
ど
も
あ
り

ま
し
た
／
清
涼
飲
料
水
税(

大
正

15
年)

高
級
嗜
好
品
だ
っ
た
サ
イ

ダ
ー
な
ど
に
課
さ
れ
た
税
／
う

さ
ぎ
税(

明
治
６
年)

当
時
う
さ
ぎ

は
投
機
の
対
象
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
ま
た
物
品
税
課
税
し
て
い
た

時
代
が
あ
り
ま
し
た
。
紅
茶
は
非

課
税
・
コ
ー
ヒ
ー
は
課
税
／
商
用

車
は
非
課
税
／
ス
キ
ー
用
品
は

非
課
税
・
ゴ
ル
フ
用
品
は
課
税
な

ど
。
贅
沢
品
が
課
税
の
対
象
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
☆
次
回
は
税

金
と
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
す
。

豆
知
識

ぜ
い
き
ん

の
面
白
い
税
金

「
日
本
」

はワ月今 ンちゃん


